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別紙（第６条、第１７条、 第１８条関係）

管理物件

（１） 施設 （※詳細については、財産台帳を参照のこと。）

・

　

淡路市高齢者生活福祉センター
・ 敷地内の外構及び植栽

（２） 物品 （※詳細については、備品台帳を参照のこと。）

　

ア

　

備品等 （１種）

イ

　

備品等 （□種）
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淡路市高齢者生活福祉センターの管理に関する年度協定書 
 

淡路市（以下「市」という。）と社会福祉法人淡路市社会福祉協議会（以下「指定管

理者」という。）とは、令和  年  月  日に、淡路市高齢者生活福祉センター（以

下「施設」という。）の管理に関して締結した淡路市高齢者生活福祉センターの管理に

関する基本協定書（以下「基本協定」という。）に基づき、施設の管理に係る年度協定

（以下「年度協定」という。）を締結する。 

 

（年度協定の目的） 

第１条 年度協定は、施設の管理業務（以下「業務」という。）の各年度の業務内容及

び業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とする。 

 

（令和８年度の業務内容） 

第２条 市及び指定管理者は、令和８年度の業務内容は、基本協定書に定めるとおりで

あることを確認する。 

 

（令和８年度の指定管理料） 

第３条 市は、指定管理者に業務の実施の対価として、金１,８１４,０００円（消費税

及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。 

２ 前項の指定管理料の支払期日は、基本協定書第２４条第３項及び第４項の規定によ

り難いときは、市及び指定管理者は、協議により、その支払期日を別に定めることが

できる。 

 

（疑義等の決定） 

第４条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものとし、

必要に応じて、市及び指定管理者が協議の上、これを定めるものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、市及び指定管理者がそれぞれ記名押印の

上、各１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

指定者 

所在地 兵庫県淡路市生穂新島８番地 

名 称 淡路市 

代表者 淡路市長 戸 田  敦 大  印 

 

指定管理者 

所在地 兵庫県淡路市志筑新島５番地１ 

名 称 社会福祉法人淡路市社会福祉協議会 

代表者 会長 小 南  廣 之  印 
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